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初めて録音反訳を担当する書記官のために一
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はじめに
当部では，平成8年に録音反訳実験部として，平成9年にモデル実験部として録
音反訳方式を利用してきましたが，本稿は，その2年間の経験を踏まえ,録音反訳
方式において留意された方がよいと思われる事項について簡単にまとめたものです。
したがって， 当部独自の運用も含まれているかもしれませんので，一つのイメー
ジとして参考にしていただければ，幸いです。
（なお,本稿の編集にあたっては,高松地方裁判所民事部植田恭弘主任書記官作成
の「録音反訳完全マニュアル」を参考にさせていただきました。 ）
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第1章録音反訳とは

供述調書を分類すると，次のようなツリーになります。

画雨画

［駆涜画

［厩嚇
T

本稿で取り上げるのは， 司法協会に対して，録音反訳業務を委託する方式によ
り逐語調書を作成する方法です。速記方式と録音反訳方式は，同じ逐語調書作成
のカテゴリーに属しますが，最大の違いは，速記方式は反訳者が尋問時に立会す
るのに対し'･録音反訳方式は反訳者が立会しない点にあります｡更に,裁判所速
記官が作成する場合には，記録を精査した上で速記録を作成するのに対し，録音
反訳方式では,書記官が作成するﾕ埜玉及び書証写し等の交付資料を参考にし
て，録音テープから反訳書を作成することになります｡:両者の違い及び後者にお
いて書記官が果たすべき役割をよく認識しておいてください。

録音反訳方式に関し最高裁判所が定めたものには，次の4つがあります。
1 /遍濠反茨方式の実猫要墳ノ

2 ／議靭宮の認繊に対する雪事項について］

3晦音茨訳方式を菰用する錫合の佼塵事務等の要須ノ …
4 ノ友課処理傭の柵ノ

この4つを読み込むことが，録音反訳方式を理解する一番の早道です。更に，
5 「録茸反課撹歴実残における具体的な工夫例筆ノ

も最高裁判所から出ていますので， これも参考にすることができます。

本稿は，上記1ないし4を参考に, これまでの経験をも踏まえて作成したもの

ですが，利用に際しては， あくまでも一つの参考資料として活用していただき，
事案に応じて柔軟に処理するようにしてください。
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第2章使用機器の説明
1 使用機器

録音反訳方式をサポートする機器には， どんなものがあるかを説明します。い
かに鮮明な音を録音できるかが，できのいい反訳書ができるかどうかの鍵を握っ
ています｡現在使用されている機器はいずれもソニー製で，高性能のものです。
（1） 法廷内に設置されているもの
マイク（4本） ， ミキサー， 2トラック録音再生機4トラック録音再生機
（2）書記官室に設置されているもの
高速ダビング機， 4トラック録音再生機消磁器

（3） 書記官に配布されているもの
ウォークマン型録音再生機（モノラル）

（4）録音テープ

90分用

1L

B

ラックでバックアップを取っているのですが’ 4トラック→使用しない方がいいでしょう｡ ､4トラックでハッグノッノ廷』似,へ，ー‐ 〆

は後述のとおりAB両面を同時に録音するため, 120分用テープでは強度の点（こちらの方が
テープが薄い）で問題があるようです。

録音反訳方式の場合には， 90分テープということで統一した運用をしており，反訳担当者に
も共通認識ができていますので， これからもこの運用が続くことになるでしょう。

2 使用機器の特徴

（1） 4トラック及び2トラック録音再生機
二つの録音再生機の録音のしくみについては,＊ ［録反マニュアルーQ&A編］
A10 (86ページ）をご覧ください。

録音状況は非常に良く，従前の録音機とは比較にならないほど性能が向上し
ています。なお,法廷内に設置されている2トラック録音再生機はステレオで
録音されていますが，書記官が使用するヴォークマン型の録音再生機はモノラ
ルです。しかし， この点は，反訳業務，校正事務には全く影響がありません。
録音の空白状態を防ぐため, 4トラック及び2トラックの録音再生機には，
プリエンドメモリー機能が働きます。 2トラックでリレき一録音（ダブルカセッ
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卜のいずれにも録音テープを入れておき，連続録音すること）する場合を例に

とると，次のような録音状態になっています。 2トラックではオートリバース

でA面からB面に移りますが，テープA面終了の3分前にリバースされます。

したがって, A面の最後部分とB面の冒頭部分は録音されていません。また，
リレー録音機能を利用した場合，録音時間が約90分を越えた場合には，2本

目のテープへ自動的に録音が開始されますが， 1本目B面最後の部分と2本目

A面最初の部分は重複されて録音されています。すなわち， 1本目B面は最後

まで録音されているのですが, 2本目A面最初の部分（テープカウンター40

くらい） までは， 1本目B面の最後の部分と重複して録音されているのです。

(2) マイク

指向性が高く，法廷内の音であれば問題なく拾うことが可能です。ただ， マ

イクから離れると音が若干不鮮明になる傾向がありますので， マイクを意識し

た尋問になるよう留意する必要はあります。合議事件で陪席裁判官が質問する

とき，代理人が複数いるとき，代理人が法廷内を移動しながら尋問するときな

ど，マイク位置にも気を配ってあげてください｡マイクのコードには余裕があ

りますので，動かすことができます。

<3） ウオークマン型録音再生機

前述のとおりモノラルです。早聞き機能を利用すれば，最大2倍速で聞くこ

とが可能です。 しかも，声のトーンはさほど変わらないようになっています。

(4) 高速ダビング装置

法廷内で録音した2トラックテープ原本のバックアップテープを作ります。

,

’

1

1第3章録音反訳の流れ

録音反訳の流れの概略を以下に図示し，具体的な事務処理方法は，第4章以降
で説明することにします。

録音反訳のタイムテーブルは，司法協会側には，反訳初稿で約10日，最終稿

で約3日の作業期間が認められていますので，書記官側に必要な時間や休日等を

考慮すれば，約2週間で調書が完成するシステムだと考えていいでしょう。
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(録音反訳の流れ）

①要領調書か逐語調書か，②特急制度を利用す

るか否か，③代理人が付いている場合には通知

④選定後に変更が生じた場合には各担当者へ通

知

録音機器の操作

立会メモの作成 ・

2トラックテープのダビング

法廷内で作成した立会メモの補充

交付資料（書証の写し等）の選択・コピー

立会メモ

交付資料
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ツクテープ原本↓ 2トラ

反訳初稿の作成

返還された資料の確認

↓

理担当者力
↓

訳初稿の謡ｴツク 録音内容と初稿の照合，校正事務，反訳初稿

を調書引用するか否かの判断，否と判断した

場合，校正依頼

校正稿

↓

↓
最終稿の作成

↓

返還された校正稿及び最終稿の確認Ｉ

Ｉ

Ｉ

心

↓
校正稿どおりの校正ができているか
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書砂総蘭 裁判官決裁，調書完成
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第4章録音反訳事件の選定

(以下は特に断りのない限り，立会書記官がなすべき作業内容を記載しています。なお，管理担当者とは，

部における録反業務のとりまとめや民訟庶務係・司法協会との連絡を取り扱う者を本稿において便宜呼称す

るもので,主任書記官が担当するのが一般的ですが，当部では，合議係書記官と事務官が担当しました｡ ）

1 証拠調べ予定事件

の報告

□ 「証拠調べ予定表」 （資料1）に全ての証拠調べ

予定事件を記入する（月2回） 。

Q1録音反訳調書にするか要領調書にするか迷っています。どうした

らよいでしょうか。～以下の質問に対する回答はQ&A編に記載～

口上記予定表をもとに，管理担当者は「利用事件一

覧表」 （資料2）を作成し，庶務係に提出する。

、その月の前半のもの一一前月25日まで

、その月の後半のもの一一当月10日まで

Q2特急制度とは何ですか。

変更，延期の場合2 口以下の事情等により，録音反訳の必要がなくなっ

た場合，上記予定表,一覧表にその旨記載し，庶務

係及び司法協会に対し，取りやめの連絡をする。

・期日が変更，延期になった場合

・証人等が不出頭の場合

・証人等が出頭したが，尋問が延期された場合

Q･3証拠調べの結果，録音反訳は相当でないと思われるのですが，ど

うしたらよいでしょうか。

Q4証拠調べの結果，録音反訳が相当であると思われる場合はどうし

たらよいでしょうか。

８
１
１
８
１
Ｈ
ｆ
趣
Ｄ
Ｂ
■
■
Ｉ
■
日
■
■
■
■
■
日
日
■
■
Ｂ
Ｂ
Ｂ
１
１
ｆ
９
ｊ
Ｄ
Ｉ
ｌ
Ｅ
■
■
ｒ
７
Ｉ
０
Ｈ
日
日
■
■
０
０
０
９
ｊ
ｌ
Ｂ
０
Ｉ
９
ｌ
▲
く
１
０
９
回
〃
－
０
１
１
■
１
０
１
８
０
■
■
日
■
●
四
■
■
Ｈ
Ⅱ
■
■
■
■

－90－



戸

垂

函

唖

蝿

蝿

脚

鰄

、

酎

哨

ｗ

胴

蝿

Ⅳ

”

心

酔

ｒ

腓

ら

Ｌ

１

句

心

晒

〃

乱

域

》

。

■

７

歩

ｒ

▼

一

■

ロ

グ

の

７

匹

も

仔

伊

？

勺

与

り

●

７

４

？

、

・

盃

ｖ

ｑ

Ｔ

〃

。

、

Ｄ

９

Ｄ

ワ

介

寸

・

１

，

籾

‐

Ｑ

０

１

〃

口

６

～

一

第5章事前準備

口期日の1週間ないし2日前をめどに，当事者双方
に対し､録音反訳の方法により調書を作成する旨を
伝え， 「尋問等についてのお願い」 （資料3）をフ
ァクシミリその他適宜の方法により送付し，理解と

当事者への連絡1．

協力を求める。 I

【

Q5 「録音反訳方式による調書作成は困る。 」と言われました。どう
対処したらよいでしょうか。

１
１

口以下の点に留意して，記録を点検する。
、尋問予定の証人等の人数，氏名
・尋問予定時間

・複数の証人等を取り調べる予定の場合，取調順序
・立会ﾒﾓiご記載した方がよいと思われる(尋問中
に出てくることが予想される）固有名詞，特殊用

記録の点検2

語等

､尋問中に示されることが予想される書証
｛

□ 「立会メモ」 （資料4）のうち，形式的記載事項
について；記載しておく｡

□上記メモ,固有名詞等をピックアップしたメモ,
陳述書のコピー等，当日法廷に持参した方がよいと
思われるものを準備しておく。

立会メモの準備3

□ 90分テープを，尋問予定時間を考慮の上，あ
程度本数に余裕をみて準備しておく。

4録音テープの準

Q6テープ使用の際の注意点，工夫点を教えてください。

－91－



第6章立会時の事務

1 録音装置のセット 口以下， ［録音装置の操作方法］ （80ページ）参照
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4トラック

2トラック

マイク

Q7以上の操作だけで録音できるのか不安です。他にもスイッチ類力

ありますが， どのような状態が普通なのか教えて'ください。

Q8 これまでに起きたトラブルとその解決方法について教えてくださ

い。

2 当事者対応 □ 「尋問についてのお願い」 （資料5）を当事者に

交付し，再度注意を喚起し，協力を求める。

口必要に応じて，裁判長（官）から尋問にあたって

の注意事項を尋問前に口頭で当事者，証人等に説明

してもらうよう，打ち合わせておく （最高裁配布の

「裁判官の訴訟指揮に対する要望事項について」

（資料e)参照） 。

3尋問の録取

(1)

(2)

(3)

テープスタート

モニター

立会メモ

＊ 「それでは，平成○年巾ﾌ)第○○○号事件，証人○

○さんの尋問を始めます。原告代理人どうぞ。 」

口発言者，示された書証とその標目，固有名詞，特

殊用語，金額等の数字，等に注意して，立会メモを

作成する。

Q9立会メモ作成のテクニックについて教えてください。

4尋問中の録音装置

の操作

5尋問終了時の録音

装置の操作

QIo両デッキの録音のしくみについて教えてください。

Q11 90分くらいしたころ，突然ピーという大きな音がしてびっくり

しました。どうしたらよいでしよ．うか。
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第7章立会メモの作成

口法廷で作成した立会メモに補充を要する場合は，
速やかにその補充を行い，立会メモを完成させる｡
□立会メモは， （質問者）→（示された書証）→
（固有名詞等)の順にウ時系列で作成するのがよい。

1 立会メモの作成

口陳述書，図面，契約書等の重要書証で，立会メモ
に添付した方が，反訳者にとって,事案の把握と反
訳処理作業の効率化に役立つと思われるものをコピ

2交付資料の準備
ｌ

Ｉ

ｉ

一する。

Q12立会メモの作り方，何を交付資料とすべきかを教えてください。

□ 2脂ラックで録音したテープを高速ダビング機で1

3テープのダビング
ダビングする。

ロダビングしたコピーテープは， 4トラックで録音
したテープとともに，バックアップ用として,反訳
初稿がくるまで保管しておく。

Q13ダビング機を使用する際の注意事項について教えてください。

口完成した立会メモ，交付資料， 2トラックテープ
原本に， 「連絡メモ」 （資料了）をつけて，資料8
を貼った角形3号の茶封筒に入れる。
口予定表,･一覧表の「実施時間」欄に，実施した尋
問時間を記入する。

口茶封筒を管理担当者に交付する。同人はそれを速
やかに庶務係に持っていき，一覧表の「テープ等交
付日」欄に受領印をもらう。

庶務係への送付4

1
8

1

I

１
１
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第8章反訳初稿の校正

口反訳者から電話等で，反訳処理方法その他につい

て問い合わせがあった場合は，懇切丁寧にアドバイ

スする。

口必要に応じて，保管してあるコピーテープ（重複

発言等の場合は， 4トラックで録音したテープ）を

聞き直す。

1 反訳者からの問い

合わせ

口庶務係から反訳初稿（先に交付した茶封筒に入っ

てくる）がきたら，管理担当者は，当覧表の「初稿

受領日」欄に受領印を押し，反訳初稿を受領する。

口管理担当者は立会書記官に反訳初稿を交付する。

反訳初稿の受領2

校正の方法 口必ずテープと照合してj反訳初稿を校正する。

口反訳初稿を完成稿とする場合は，訂正処理（字句

の訂正及び訂正印）をしながら校正をすすめる。

口校正依頼をする場合は，朱書きにより訂正しなが

ら校正をすすめる。

3

Ql4校正のノウハウはどのようにして覚えればよいでしょうか。

Q15校正に出すには，訂正箇所何個とかいう基準はありますか。

4校正後の事務

（1） 反訳初稿を完成

稿とする場合

(2)校正依頼をする

場合

□ 「お知らせ」 （資料9)を作成し，管理担当者を

通じて庶務係に交付ずるd (→第10章へ） 、

口校正箇所を朱書きにより指摘した校正稿を，前述

の茶封筒に入れて管理担当者に交付する。

口管理担当者は,それを速やかに庶務係に持ってい

き,＝覧表の「校正稿受領日」欄に受領印をもらう。

１
１
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口庶務係から最終稿がきたら，管理担当者は，一覧

表の「最終稿受領日j欄に受領印を押し,最終稿を
受領する。

口管理担当者は，立会書記官に最終稿を交付する。

1 最終稿の受領

口校正稿と照合しながら，最終稿をチェックする。

□なお校正すべき箇所が残っている場合で，訂正処
理によってもまかないきれない場合は，前述の手順
を繰り返す。

2最終稿のチエツク

第lO章調書の作成

口調書の冒頭部分を作成する。

□「陳述の要領」は「別紙反訳書のとおり」とする。
口冒頭部分，宣誓書，反訳書の順に編綴する。

口裁判官の決裁を受ける。

1 調書の作成

口庶務係及び司法協会に調書完成の連絡をする。

口当事者に，調書が完成したので謄写申請ができる

旨連絡する。

調書完成の連絡2

口一覧表の「完成連絡日」欄に連絡した日を， 「備

考」欄に反訳者名，反訳書の枚数及び校正個数を記
入する。

□ 「連絡メモ」に枚数,校正個数，参考事項を記入

の上，管理担当者に交付し，同人は適宜保管する。

一覧表への記入3

Q16使用済みのテープはどうしたらよいですか。

－95－
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I
[録音装置の操作方法］’

1 セット

（1） ミキサーの主電源「ON」→4トラック; 2トラック両デッキに電源が入

ったことを確認。

（2） 4トラック→デッキA, Bの「EJECT」ボタンを押す。テープのA面

を表にして挿入し，デッキA,Bの順に閉じる。

(3) 2トラック→デッキ1,2のFEJECTjボタンを押す。テープのA面

を表にして挿入し，デッキ1， 2の順に閉じる。

（4） 2トラヅク→「リレー録音」ボタンを押し， 「l」の方に赤い表示がくる

ようにする｡

（5） マイク→4本のマイクが正しい方向を向いているか（指向性が高いので伸

ばす必要はない。 ） 。電源が入っているか（緑色の表示の有無） 。

2 スタート

（1） 4トラック→デッキAの「REC」ボタンを押す。

（2） 2トラック→デッキ1の「録音｣ :スイッチ（赤）を右にずらす。

(3) テープが回転し，テープカウンターが作動していることを確認する。

(4) 2トラックデッキがうまく作動しているか→イヤホンでモーターする。

.(5)時々，テープが回転しているかを確認する。

(6)約90分経過後, 4トラックからピーという大きな音がするがウデツキA

の「REC」ボタンを押すと止まる（約3分後にもう一度鳴る。 )d

※4トラヅク（オートチェンジ） ， 2トラック（リレー録音）とも, 1本目のテープ

から2本目のテープには自動的に連続録音される。

※ 4トラック, 2トラックとも，テープ2本セットで最大3時間録音可。

’

I

１
１

3ストップ

（1） 4トラック→テ当プが回転している方のデッキの「STOP」 「REC」

両ボタンを同時に押す。

(2) 2トラック→「停止」ボタンを押す。

(3) テープを取り出し，モニターの主電源を「OFF」にする。
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Q2特急制度とは何ですか。

らいで反訳初稿があがってきますが，そ凸

A2通常は, 1週間から10日くら（
皿一＝'÷圓圓1÷今ﾅ､方ぃ場合，例えば，れでは間に合わない場合，例え豚，込型型-型上空ﾆｰﾆｰﾆｰｰ一一一一

します。だいたい3日程度で反訳してもらえます6
一覧表の「特急予定日」欄に反訳初稿の完成希望日を;立会メモの「特
急の要否」欄に［要反訳初稿必要日○月○日，最終稿必要日○月○日，
次回期日○月○日」と記入するようにしてください。
事前に庶務係.司法協会に報告しておくのが原則ですが，事後的に特
急を利用する必要が生じた場合は，速やかに連絡してください｡

一一一

Q3証拠調べの結果，録音反訳は相当でないと思われるのですが， どうし
たらよいでしょうか｡ 一一

’

ー一一一一一一一一一一一一一一一一

A3尋問が予定より短時間で終了し,録音反訳にするまでもなく要領調書
で十分であることが，後に判明することがあります。また,証人等が老
齢であるなどの理由により，発音が不明瞭で，面前で録取する分にはな
んとかなるが，録音だけでは何を言っているのか分からないケースなど

､
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もあります。

そのような場合は，録音反訳を取り消すことになるでしょう。ただ，

それが予想できず，要領調書用の手控えをとっていない場合があります

ので注意してください｡経験を積んでいくと，尋問の途中で， これは録

音反訳には適さない事案だなということがだんだん分かってきますので，

その時点で,手控えを立会メモ用から要領調書用に切り替えるというの

もひとつのテクニックだと思います。

Q4証拠調べの結果，録音反訳が相当であると思われる場合はどうしたら

よいでしょうか。

A4 Q3とは反対の事例ですが，

＜ださい。

このような場合には録音反訳を利用して ’

’

言うまでもないことですが，尋問を録音していることが前提です。

Q5 「録音反訳方式による調書作成は困る。 」と言われました。どう対処

したらよいでしょうか。

AS どういう理由で反対しているのかを聞き，当事者が不安に思う点があ

‘るならばそれに答え，協力を得られるよう説明してみてください。

どうしても協力が得られないような場合は，主任書記官及び裁判官に

連絡してください。

どのような方式で調書を作成するかは裁判所の裁量ですから，当事者

の同意を得る必要はう本来はないのですが，それを前面に出して強圧的

な態度をとるのは，結局は得策とは言えません。当事者の協力が得られ

なければ，よい反訳書は望めないからです。

ちなみに，本問のような事例は･録音反訳導入当初に1， 2件あった

程度で，現在はそのようなことはありませんb結局その事例のときは，

－98－



i
法廷で裁判官に説明してもらい，当事者の了承を得られたので，録音反

訳によることができました。

.爪は折らない。 （折ると，誤消去は防止できますが,再利用するとA6

きには爪の上からセロハンテープを貼らなければならず，結局のと

ころ面倒です6また，再利用しないとロッカーがカセットテープの

山と化してしまい，管理が大変になります。 ）

､消磁器を通しておく。 （再利用の際，前回の分を消しておかないと，

反訳者は区別がつきにくくなります。また，録音状態も悪くなりま

す。 ）

・ラベルを貼って必要事項を鉛筆で記入する。 （テープがたまるにつ

れ，管理に支障をきたします｡またj鉛筆で記入しておくと， ラベ

ルを重ね貼りしなくてすみます。 ）

・頭出しをしておく6 （カセツトテープの両端のリード部分には録音
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できませんから，とっさの録音に備えて，頭出しをしておけばばっ

ちり,です。 ）

・カセットテープは尋問予定時間分より多めに準備して謎_･ （転ば

ぬ先の何とかです。 ）

I

Q7以上の操作だけで録音できるのか不安です｡他にもスイッチ類があり
ますが，どのような状態が普通なのか教えてください．

式

！

－99－
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Ｉ （4トラックデッキ<BM-246>)

･テープスピード（左横）

○･ 2.4cm × 4． 8cm

｡TRANSCRIBE(右横）

○OFF ×ON

｡AUTOCHANGE(正面左下）

○ON × （下側）

｡PA(正面右上）

○ （下側） ×ON

｡SPEEDCONTROL(正面右上）

○ （下側) ×ON

A7

’
I

I

（2トラックデッキ<TCS-8000M>)

・電源（正面左下）

○入 ×切，ホールド

・モニター（前下）

○ステレオ ×左,右，左十右

・音量（前下）

○2～4

・テープスピードコントロール（右横）

O切 ×入

･反転モード（右横）

○プリエンドメモリー×テープェンド

･アラーム音（右横）

○切 ×入

通常使用しないスイッチ類には手を触れないよう ，当該法廷使用者全

員で申し合わせておくことが必要でしょう。録音反訳を利用しない部の

人は,無意識に触ってしまうこともあるかもしれませんので，注意書な

どを貼っておくのも一つの方法だと思います。
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余計なところを触らなければ，本マニュアル記載の操作だけでうまく
いきます。

Q8 これまでに起きたトラブルとその解決方法について教えてください。

・ミキサーの主電源が入らない。 （コンセントが抜けていた。 ）
→コンセントを入れる。

・ 2トラックデッキの電源が入らない。 （ 「電源」が「切」になって
いた。 ）

→「電源」を「入」にする。

」 ・2トラックデッキがうまく作動しない｡ （ 「電源」が「ホールド」
になっていた。 ）

→「電源」を「入」にする。

・テ字プが途中で回転しなくなった。 （テープがからまった。 ）
→テープを取:り出して巻き戻す｡テープを交換する。

・4トラックデッキのリレー録音ができない。 ( ｢AUTOCHA
NGE」が「ON」になっていない。 ）

→｢DECKB｣の｢REC｣ポﾀﾝを押し,手動録音する｡

。2トラックデッキのリレー録音ができない。 （ 「リレー録音」ボタ
ン1， 2ともに赤い表示がない。 ）

→「DECK2」の「録音」ボタンを押し，手動録音する。

。特定の発言者の音が聞こえにくい｡(マイクがそつぼを向いている。 ）
→マイクを正しい方向に向けるよう促す。

A8

A9録音反訳の場合には，要領調書を作成する場合のように，詳細な手控
～

-101-
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えをとる必要はありません。立会メモは，法廷立会時にその場で作成し

てしまう場合もありますし，立会終了後，補充して完成させる場合もあ

りますが，いずれにしても，反訳者が反訳する際に困らないようにする

にはどうしたらよいかをまず考えましょう。

したがって』数室，固有名詞,専門用語，聞き間違えやすい言い回し，

発言者の特定など，音だけで判断するのが難しい部分を，テープだけを

聞いて反訳する人の立場も考えて，多めにメモするようにするとよいと

思います。

示された書証もメモしてください｡交付資料としてコピーしておいた

方がよいと思われるものを，同時にチェックしておくと，なおよいと思

います。

質問の撤回，やり直しや裁判官の介入もメモしておけば，立会メモ作

成の際，役に立ちます。

ダイレクト入力をしている方は，立会メモの書式を用意しておくと，

若干補充するだけで立会メモが完成してしまいます。

Q10両デッキの録音のしくみについて教えてください。

AIO法廷には里本のマイク（①裁判官席，②証人席，③原告席,④被告席）

が設置されています。

2トラックデッキ（小さい方のデッキ）は4本のトラックのうち，

一度に2本しか使えませんので，①②で拾った音を1本のトラックに録

音し，③④で拾った音をもう1本のトラックに録音します。残りの2本

も，テープを反転させれば同じように録音できますので，結局,A面，

B面45分ずつ， トータルで90分録音できることになります。難しそ

うですが，要するに普通のステレオ録音と同じことです。

4トラックデッキ（大きい方のデッキ）は,①②③④それぞれが拾っ

た音を各別のトラックに録音するので，例えば1本のマイクが拾った音

だけを選択して再生することが可能になります。そのかわり， 4本の卜

-102-
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ラックを一度に使ってしまいますので，反転してB面を録音するという

ことができません。そのため,テープスピードを通常の半分にして， 9

0分録音できるようにしています。

2トラックは,普通の録音機と同じ録音方法ですので，別のデッキ

（ステレオ，モノラルとも）でも再生できますが， 4トラックは，専用

のデッキでなければ再生できません。

Q11 90分くらいしたころ，突然ピーという大きな音がしてびっくりしま

した。どうしたらよいでしょうか。 ．

トラックのデッキAのテープ残量が少なくなったというお知らせで

砧かh士費な書なので慌てますが．蕊ち着いて， 4トラックのデッ

All 4トラックのテッ千Aのフーーノ浅墓剛少ﾉょ､/ょっ』

す。かなり大きな音なので慌てますが，落ち着いて，

｡音は止まります。さらに約3ヘ"J IR

分後もう一回ピーと鳴ります（テープが完全に終了した合図）ので，

同様の操作をもう一度繰り返してください。

そもそも音を出さないようにするには,イヤホンジャックを差し込ん

でおけばよいようです。ちなみに，モニター用のイヤホンは，通常2．ト

ラックの方に差し込んでありますb

Q12立会メモの作り方，何を交付資料とすべきかを教えてください。

A12 (立会メモの作り方）

「モデル実験部からの報告」添付資料21 （ 「立会メモ」 ）が参考にな

ります(編注『立会メモ」は，本手引の末尾(pll2以下)に添付） 。

（交付資料の選択）

反訳者が反訳しやすいように交付する資料なのでゥ まず，塵杢壹があ

れば付けましょう。反訳者もストーリーなり事件の全体像を頭に入れて

おけば反訳しやすいからです。ただ，大部の場合は，逆に，読ませる負
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担をかけてしまうので，読んでほしい部分を特定するとか，立会メモに
j

事案の概要を別途記載するとかしてください。

図面を見ながら尋問がされた場合や書証の記載形式について尋問がな

された場合も, コピーしておきましょうb

交付資料が多ければ，それなりに反訳処理に役立ちますがタだからと

いって，のくつまくなしに何でも付けるというのも考えものです。反訳

者の方は;多くの資料があるとかえって混乱するでしょうし，書記官の

方もコピーの手間がばかにならないからです6

平均して，陳述書十書証2， 3個付けてあげればよい方ではないでし

ょうか。

Q13ダビング機を使用する際の注意事項について教えてください｡

Al3原本とコピーを入れる場所を間違えないでください。

オリジナルの方にコピー用の空のテープを入れでしまうと，双方真っ

白になってしまうので注意が必要です。

Q14校正のノウハウはどのようにして覚えればよいでしょうか。

A14 ノウハウ自体は，マニュアルだけを読めば得られるものでもな<,や

はり経験を積むことが重要だと思います。

校正の基本的スタンスとしては，反訳書が，証人の供述等を逐語的に

再現しているか,誤字｡脱字等の表記上の問題はないか,という観点で

行う必要があります。発言内容と異なっている誤訳部分を校正すること

は必要ですが，供述内容を要領的に整理することは避けなければなりま

せん。

ただ，速記録で行われているような読みやすくするための修文等がな

されている場合には，あえて発言どおりに校正する必要はないと思いま

i
－104－



す（逆に，音どおりに反訳してあるものを書記官の方であえて修文する

必要もないと思います｡ ） 。

校正の基準については，部内で検討しておけば，一人で悩まなくて済

みますし，書記官ごとに校正の方法がまちまちであるということも避け

ることができます。

Q15校正に出すには，訂正箇所何個とかいう基準はありますか。9

Al5特にないのですが，あまり多いと花が咲いたようでみっともないので，

B4－枚あたり訂正印1個以上又は特定のページに訂正箇所が多くなる

場合は校正に出そうという部内基準を決めたことがありました。要は，

当事者が調書を謄写した場合の読みやすさ，調書の見栄えに対する配慮
． ､

と校正に回す手間とのバランスの問題です。

A16再利用しましよう。ただし, 2トラックテープ原本は，次回期日まで

は保管しておきましょう｡当事者が調書異議の申立てをできる間は，当
Q

事者に録音テープを聞く機会を保障する必要があるからです。

－105－

Q16 使用済みのテープはどうしたらよいですか。



Ｌ
Ｉ
２
４
４
ｄ
８
Ⅱ
４
ｈ
Ｎ
日
同
陛
円

ｊ
４
１
ｌ
ｐ
出
口
０
■
１
１
．
１
１

(資料 1 ）

月 日雁掘■・ ・ペ予定表 月 旧～

≧会。 （金）2〃ゲ(水）z//6 (月）
ろ B (毯奉》

口録音反訳国手密き

I,b ( 》 合醸 （将瓊）いふ（ ）

口録音反訳ロ手替き
【 ）

原告

被告・

予定時m h m

実施時Ⅲ h m

ろA (望日 ）

画盗音反駅口手書き
① 口録音反吹圃手むき

純幽被告
予定塒Ⅲl llOdm
実幽肺Ⅲl h m

漣虞■■■

口録音反択回手魯き

9(7)3dIL

鴎(密
予定時間 I hOOm
実施時Ⅲ h m

画
誰人

狭瞥罪人

牛（ワ
原告

被告

予定時
瀬
くり
鳳
被

市）

」
Ｆ
１
ト
ー
Ｉ
に
Ｉ
ｌ
ｒ

。

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

１

ｈ

Ｉ

Ｌ

Ｌ

ｌ

ｂ

Ⅱ

■

Ⅱ

ｌ

卜

Ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｌ

ｑ

■

１

１

脾１

脾
卜
伽

仙
叩
Ⅲ
粕
ｈ
１
円
洩
帖
脾
叩
印
１
４
Ｐ
ｑ
■
制
Ｔ
Ｌ
ｑ
可
Ｎ
Ｋ
１
ｑ
ｍ
０

予定時、｡h恥ヶ、
実施時Ⅲl . h m 実晦時間 h m

<秀昆）
ひし 雌■I■

口峰音反釈口手寄き
（ ）

原告
被告
予定時間 h m

実施時岡 h m

田録音反吹口手書き

5(ワwnら一■原告

披告

ロ録音反吹口手書き
．（ ）

原告
彼告
予定時岡 h m

実施吟側 h m

ロ手書き② ロ録音反灰
（ ）．

原告

俵告
予定時間

実施時冊

予定時mI II30m
実脳時剛 II m

証人■■■

ｈ
ｈ
ｍ
、

口鰍音反吹ロ手毎き
（ ）

原告
被告
予定時凧 h m
実鷹時間 h nh

口録音反駅口手喜き
（ ）

原告
被告
予定時間 h m

実施時間 h m

口録背反眼ロ手魯き
（ 》

原告
峡．告

予定時Ⅲ h m
実竃時lul l' .m

ロ録音反吹ロ手審き

（ ）

原告
彼告
予定時間 h m

実晦時ml h m

口録音反駅ロ手魯き
（ ）

原告

被告
予定時m lt m

実施時111 h m

③

一吾 一＝ 一 ~ヨ ニ

ユな3 （月）

ぃ戸｡{"e) laA (曽目 ）い〃し《鍬e)

ユ／17（金）
合麟 （ ）

2/Z,j畠(水）

ぃ味（ ） ろB (fj軽ム）

咋害き 口録音反醍ロ手寄き
（．. ）

原告

被告

予定時間 h m

実鹿時間 h m

噸
跡
厳
彼
稚
麺
荊 ロ

口蜂音反吹図手香き 口録音反駅口手魯き
（ ）

原一告
披．告 ・
予定時m 11 m

実施時IMI II m

録音反吹

録

①

く

定

□
４
１
原
彼
子

9(ワ

鴬＝原告

I¥定期ZI､…
実庫時Ipl h m

鴎P
実鷹時間

苧■
‐

7

h m

｜
ﾛ

辱しひし 了~1

国録音反訳口手魯き ロ録音反吹ロ手書き

（ ）

原告

彼告

予定時間 h m
実鹿時間 h m

口録音反灰ロ手聾き
（ ）

原告

彼告
予定時m h m

実晦時m h m

|ロ録音反訳口手密き
（ ）

原告
被告
'予定時m 1n m
'実座蹄間 h 、

口録音反訳口手番き
．（ 》

原昏
被告

予定時間 h m
実塑時間 h ml，

② ｂ
・
・
■
ｂ
守
口
ｌ
偶
山
肌
Ｉ
罪
ｆ
ｂ
１
Ｉ
１
ｒ
Ｊ
ｇ

Ｍ

’

■
０
１

jj(
彼

予定時間 I ID)om
実施時Ⅲ h m

T祁衿

口手香き ロ鰍音反吹ロ手寄き
（ ）・

原告

憧告
予定蹄Ⅲ 】n m

実施的仙 h m

ロ録音反服口手書き

（ ）

原告
彼告

予定時間 h m

実庫時間 h m

ロ録音反駅ロ手勘き

，（ ）

原告

被告
予定時価 II m

実施蹄Iﾛl lb. m

口録音反駅

． （ ）．

原告
彼告

予定崎nW

実幽時IⅢ

口手書き③ 口録音反駅
（ ）

原告

彼告

予定時Ⅲ

実塵時1m

ｈ
ｈ

１
１
１
１

1曲

、

ｍ
、

１
Ｊ

-106-



（
刷
蕊
蝋
）

’’

士…ご酒鍾･下画与働曾嘩網…函動日幽一昌・ユ《1G言潤宜一国(Eg)
画日軍司判謡,日専可酔金国璽簸麺･刺可日判塑麺日判悪･日固諏諏~(Zg)

･曾…橇呼をそ
､4筈峯日￥1判“亙日覗塀・日専1…一・羽ﾏ日判墾]面日掛悪・巳…函可(Z零》

．曾蝿…署睡蓮画室池曽…暑判錘扁‘･窪”台崇成.Fに逢台"m( I")

'01

6

8

L

9

ｌ
屋
冒
Ｉ

§

し

9

Z

ﾉ蕩国輝里
竪毘巽互今

藻群 1

訓呼:鐡磁
(弱･色》軍~霊雍

． （…） 1…9

…一幸匡空nと

ー－ －－－－－－－ －
一

各聖 卦季但幽証…“尋暑…蝿1出6蜂…昌荊

｜ ｜/|/|/| ' | ／

｜ ｜ / |/| ／| / | ﾉ | ／ ’
｜ ｜ ／

｜ ｜/|/|/| ﾉ | ／
｜ | 《| /|/ | ﾉ| / | ／
｜ | ／ | ／ ｜ ／

●

滞
納

塞 国

’

|意外
翼|霊|藍|藍

／

|Z

'|/ | ′|ﾉ|／ | ／ ｜ ｜ ／

／

／

/ | / |小|/ ｜ ｜ ／ | '｜ ｜ ｜/|/ ｜ ’

｜／／

｜／／

/|刈尭| ／

／ ／ ／

蕊|麓|蕊|鑿|篭

／

｜／／

｜／／

/ ’

｜ ／／

／

／

／

｜ ′／

｜ ′／

＠F

〃

／』．

／

' ’ ｜ ｜/|／ ’
／

' ｜ ’

〉’ ’

'’ ’

' ’

義|堂“"蓮|篝

| ｜ /|／

’

’

/ | ／’

/ | / ｜ ｜ ：

｜ ／／

｜ ／／

／

／

|‘
霊|堂|鷺

/’
／

舅 w感I

■
●
●
凸

■
凸
凸

●
■
α
■

●
■
■

早
■
■

■
■
■
●

●
■

咽:ノ

｡｡:Z

司墨『録

…坐

［ ］

（ ）

［ ］

（ ）

［

（

】
／

）

［

（

］
／

）

［ 】
／

〈 ）

［

（

】
／

）

［

《

］
／

）

［ 】

( ）

［ 1

（ ）

１
６
■
》
[号岳褒粗］

全台曇料宜

／

／

／

／

＃
日目



一一一子一

－ 1 BG一一ーb－ －－ー一一

獅隅]錦8二一つし、－てロコゴ巷limL，
立一琴 毛

東原地方裁判所民耶銅1部

当鄙では．証人尋問等のうち逐盤調盤を作成するものについて・尋問， A1；

曾等をテープに録音し， これを反訳ずる方式によって尋間調雷を作成してい

ます。

の吹回証拠調は．この録音反訳."式平成 ・年（）訂 号

により尋問溌窪を作成しますので．尋問，証言等の内容を正確に記趣した劉

霞差迅速に作成するため．下肥の点につき御健力をお廟いいたします。

記

1尋問者が代わる墹合は．必ず訴訟上の資絡（原告代剛人零。遡数の期舎

には氏名も．）を明らかにしてください。

2問答は，一問一答で。大きな御で明瞳かつ簡溜にお噸いします。

固時発言のないように御注意ください。

3尋問する畷には．指示代名踊を使った衷現や動作による表現は避け・文

割こして表現するようにしてください。また．証人等が．身振り，手限り

、で答えた塙合には．曾盃に直して再庇聞きなおしてください。

4書証を示す場合は, ． 『甲第1号証の契約宙を示す。」というように，淡

皿を明らかにしてください。

5人名．固有名飼，専門用語等は．その表配の仕方を説明してください。

国璽鍾里ひ回■

合わない画所囲
Ｉ
］
。
“
Ｉ

瓦向きマリ画し』・
『ので． とりあえず
r閏と答・のみ

③遍互な万

④双方代麗
原告（反涛彼

甲瀞黙
甲第9号証《
甲第1号匪の
入会の手冒

悪筆 へ

（
溺
謹

謝
謹以上

担当者(お問い合わせ先)小鹿山恵子蜜配官(内卸■■■） い

ｰ
~

ｰ

坐 一一

’
－－芋

東京地方綾判所民事第1部 電諸(3581)54 1 1 内臓
担当害記官 小鹿山息子 裁判官 柴崎哲夫

I■■

期 日 平成9年10月･29日午後1時30分

彼尋間者 原告〔反玩彼告）代表者霧夢鰯翰

尋問時間等 計 60分《テープ 1本）

特急の要否 否 《次回期日1.2月17B)

平成7年（ワ）第13339号．同8年･(7) 第7088号賃金等盛求窮件

原。

隼
ロ

(反訴被告）株式会社剛建設グ
●

ルー
●

b

プ代表取瞳役叙隅

代
理
人

鯵鰯鱈蟻
cc毎口●●●｡｡｡●●■bロ●‐{■ ●＝＝エ■■｡q■●ー｡●●‐●●｡□◆■

●●●●凸－0･◆やむ‐－｡●●ウ●つ｡

被
告

(反託原告)一こと ．
●二 三上＝＝刀○つ●◆→ローロロ●つQ◆旬｡｡｡■●●凸●○F■凸

簿霞鰯懲

●

三三■■●●■●●●●●●●●●●ｰ･●●●●■●●

代
理
人

懸鰯鰯騨
二一一:＝4＝＝＝二＝し■ロq■‐■ロ｡●･●●●●○一●｡ ＝舍凸の吾一一●一●●●■D●D一一一一'■●－1■ぬ｡●●｡●‐の凸凸｡

(反訴被告）亀亀工藁こと
っ●二二つ●②｡｡●●□●ppP･画争●｡●一

｡ ｡

、●ぬ巳■里G1＝一言一二三 一句■ロロ●●●■●●■。●●‐●●●●●●●●一一●一一●｡■
。

鰯鰕鯵鯵

代
理
人

⑳⑬態鶴
｡■○一●｡‐●ロー‐の‐ーの｡■d■●｡■l●●‐●｡●●1■●●●今●‐｡●｡●●●｡●●●や●の今｡●わ●‐‐‐‐｡’



一一

尋問についてのお願い裁判官の既訟指揮に対する要望事項について

今日の証人は，供述を録音し， これを反訳して澗怒を作成します。

速記官，櫓記官による記録と比べ，以下の蝋にご凋配を!賜りたく存じます。1証拠岡ぺ開始前の留意寧項

証拠現べ開始前に．訴訟関係人に対し‘証曾等を録音することを告げ‘次の享

項を遵守するよう要望する．

①マイクの前で，はっきりと発言する．

②検察官，弁謹士（弁睡人，訴訟代理人）は，質問者が代わる場合は，必ず官

職．氏名を名乗る。

③質問あるいは鉦筥では．できる限り「あれ」 ， 「これ」等の指示代名飼を使

った表現及び動作による表現は避け．文字化して理解できる表現をするよう心

掛けろ。

④固有名洞．専門用語を使用する場合は，漢字等を特定する。

⑤被数枚の害証等の一部を示す場合くま，どの部分かを特定する．

2 証拠関ぺ中の訴訟指揮の留意事項 ．

(1)尋問の開始時点及び終了時点を明らかにする（特に，証人尋問の冒頭手鏡

が混乱した場合，尋問終了後に斑拠整理手続をした場合等）．

（2）上記1の要望亭項を返守するよう留意し，鯨訟関係人が失念している場合

は， 自ら次のような適切な訴訟指揮を行って録音反灰上支障がないように努

める。

①、質問者が代わる場合は‘ 「検察官○○」 ， 『原告代理人○○｣･と指示す

る琴して.質問者を特定する。

② 「あれ」 ， 「これ」の指示代名聞は．具体的に何を宿しているのか特定

させる．

③固有名詞，専門用鰐が使用された場合は． 「どういう字を書くのか。」

等質問する.

④ r甲第1号鉦の○O部分を示す． 」等特定させる．

（3）尋問が撤回された場合は，撤回する範囲がどこからどこまでか特定する．

（4.）尋問中に異議が出された場合には．異蹴の申立人，異謎内容等を特定させ

る。

1 マイクを愈繊して晒してください。 、

マイクを通じて録音されない限り，配録されません。

2 明瞭に発音してください。

ボソボソ8耐-と，録畜では. 、慰外とⅢIき敗り難いものです。

3言葉を節約するよう，心がけて､ください。

．速記官等と異なり，機械は，代理人がふと測らす感嘆，感想等も,､無

、差別に記録します．

4質問者と証人が同時に話さないでください。

磯城は．迎記官等のようにうまく取捻遡択することができません。
5賓問者が交替するときは，名乗.ってください。

樋械は，質問者の交替が見えません。

6 固有名飼，省略班，業界の特殊川譜は，鉦人に字を脱明させてください。

予め提出いただいたメモに記較の無い言蕊について，お願いします｡

7害証は，その表題も明らかにして示してください。

例・ ・叩飾0号鉦の契約書を示す。

8書証は，示す部分を特定する工夫をしてください。
例・ ・甲第○号鉦の・ ・の第○項を示す。

・ ・甲第0号鉦の・ ・中,Oページ○行目「 ・・ ・ ・ ． 。 」から始ま
る段蒲を示す｡

9審柾の記職内容は，賊認を蕊しません。その愈味を醜Wjして.ください。

「． ．と番いてありますね。 jは．愚問です（見れば分かり俵す。 〉 、
lO質問を撤回する場合は，撤回すると告げ,･質問の最初からやり直してくだ
．さい．

ｌ
』
つ
の
Ｉ

より良い鯛曾の作成のためのご協力に感謝します。

民難節一部裁判官

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●●一一一一一一一一

＊反訳霞ですので,.原則として，発曾内容がそのまま文字になります。完成し
た四審の読みやすさ（冗長でない，流れのある調霧)･を考愈して，
鉦曾内容の碓認，織り返しをしない。

魯証は，醜み聞かせるのではなく，場所を特定して黙醗させる。
など，文章を常に意織･した質問をされるよう，工夫してください。

民或第一部密記官

へ
へ

溺
謹

露
謹

、

ー

画

曹



(資料7）

三里糸各メモ

年（ ）第 号
年 月 日

事件番号：
期日：平成
供述者：

(画3581－5411 内線■■ ）担当書記官：

反訳者

|氏名
電話番号（差し支えなければ）

}1 1

使用ワープロ機種

(脇鰯_ドI2)ﾙ語その職縦ごF (4)文豪 (5)書院> )夕

東京地織民事第1部 係

(資料8）

金羨二音反言尺ラニーー's ､ I蟄圏'係雷§実質

東京地裁民事第1部

号事件番号平成 年（ ）第

月 日実施

民事第1部担当書記官

内線：

－110－

I

供
述
者

原告･代表者

被告？代表者
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氏名



(資料9）

ノ

お知らせ

殿反訳者

平成 年 ノl lil
Q

東京地力戯判jﾘi民4噸1部 係
q

城判断書記官

期 l] 平成 年 ノ1 1:1

供述者

の反訳書について，

□

口初騎の反訳沓を利川して調瞥を完成させていただきました。

気がついた点で,以後気をつけていただきたい瓢項は以下
チェックした部分です。

○識字，脱字

○ワープロ変換ミス

○I蝿I=IMI述い

○送り仮潴の間述い

○当川漢字でない漢字を使川

○その他

●
●
●
●
●

(IElbKi,録音反訳につきましてご理解ご協力をいただきまして

感謝しておりますも今後ともよろしくお剛いlllし上げます。 ）
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第1 立会メモ 9. 3. 14

1 立会メモとは

立会メモとは，反訳受託者が正確に反訳書を作成できるように書記官が立会中

に裁判や事件の特殊用語，固有名詞等を書き込み，立会後， これを適宜補充する

等の方法によって作成するメモのことである。

2立会メモに何を記載するか

（1） 定型文言

①裁判所名・電話番号･内線

②担当書記官名及び裁判官名（合議事件の場合には3人とも記載）

③期日

④被尋問者名

⑤尋問時間及び使用したテープの本数

⑥特急の要否（要の場合は必要日も記載）

⑦事件番号及び事件名

⑧当事者及びその代理人名（当事者は全て記載する。また， 当事者が法人の

場合，代表者名まで記載してあると尋問中に名前がでたとき関係がわかる）

(2) 当該事件における総括的記載事項

①形式的記載事項(Ex.反訳書にページを付してもらうこと等）

②録音機の性能について(これに関しては，反訳者から‘ 「テープが最後まで

行かないのに突然音が切れたとか， 2本目のテープの最初が1本目の最後と

同じ内容であるがどうすればよいか等の問い合わせがあったため）

③尋問中，同様な注意事項が複数回ある場合の指示事項(Ex.代理人の質

問と供述者の答えがかみ合わず，裁判官が質問からやり直しさせることが，

尋問中に複数回生じた場合に， 「やり直したあとの質問及び答えのみ記載し
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てください」との指示等）

(3) 当該事件における具体的記載事項

①記載上のルール

発言者（発言者が交代するごとに）を明記し，曼問の時間経過の順に記載

する。 。

②専門用語，略語,業界用語，固有名詞（これらに関しては，書記官にとっ

ては当然と思われても反訳者にとっては当然理解できるものではない）

③示した書証は，表題（内容が分かる程度に要約したもので可）も含めて全

て記載する｡

④裁判官の介入しだ場合など訴訟指揮に関する指示事項(Ex｡_書証の内容

をそのまま読んでいるときには,その部分の記載をカットさせる場合等）

3 立会メモを作成するについての留意点

（1） 反訳者の立場になって

反訳者は，事件について一切予備的知識がなく，テープを聞いて音だけを拾

づて作業を行うことから，まさに立会メモを頼りに反訳している｡このことを

常に意識し，多少多めの情報を反訳者に提供することが必要である。

(2)立会メモの充実と初稿の訂正箇所の数は反比例

反訳者にとってはタ立会メモのみを頼りに反訳しているのであるから，多少

時間をかけて立会メモを作成しても，その内容が充実していれば，出来上がっ

てくる初稿は，訂正箇所が非常に少ない反訳書ができてくる。そうなれば，そ

の初稿を即調書として利用でき，ひいては，早期に調書完成ということになる。

(3)誰のための立会メモか

本来立会メモは法廷立会中に作成し（主に手書き） ，それをそのまま利用す

ることを基本としているが，やはり,反訳者が読みやすく， しかも，短時間に

記載内容を理解できるためには，立会後， ワープロ等で浄書して作成する方が

－113－



ベターではないか。前記1のとおり，第1には立会メモを利用する反訳者のた

めにあることを常に意識する必要がある。

更に，一度ワープロ等で作成し保存しておけば，次回に反対尋問等で再利用

できる場合もあり， これは，反訳者だけでなく，書記官自身にもメリットはあ

る。

(4) 代理人への協力依頼

立会メモを能率よく作成するには，代理人の協力を得られれば非常に有益で

ある。尋問中の尋問の仕方はもちろんのことであるが（これについては，事前

のお願い文書や尋問中の訴訟指揮で賄える。 ） ，代理人によっては，詳細な尋

問事項書等を用意している場合もあるので，尋問終了後にそれらを貰えば容易

に立会メモを作成できる（なお，代理人から貰う場合には，反訳者に資料とし

て送付する旨の了解は必要である6 ） 。

I

4立会メモに添付する資料について

（11 書証のコピー

尋問中に何回も示される書証は，その都度，立会メモに専門用語等を記載す

るよりも書証のコピーを添付した方が，手間も少なく，反訳者も分かりやすぐ

てよい場合もある。

(2) 陳述書

反訳者にとっては，陳述書によって事案の概要や尋問の内容が分かり，非常

に役立つようである。また，法廷に陳述書を持って入り，専門用語等がその陳

述書に記載されていた場合には，尋問中にその箇所にアンダーライン等で明示

しておくなどして，反訳者に分かりやすい工夫をしている。

(3) その他

①事件によっては，事案の概要を記載する場合もある。

②代理人が尋問にあたって準備してきたメモ等のコピー

－114－
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5 立会メモ作成に要する時間

立会メモ作成に要する時間とは，法廷立会後，補充して作成する時間をいう。

したがって，事前に記録を読んで予め尋問中に出そうな専門用語等を書き出して

おく準備時間は含まれない（従来も立会前には記録を読んで争点を把握するなど

の準備を行っていたため） 。実験中における当部での平均時間は，約20分であ

る。

6 立会メモと手控えとの違い

今までの手控えのように，詳細に尋問の要旨等を録取する必要はなく，あくま

でも反訳者のために必要な専門用語及び固有名詞あるいは，示した書証等を箇条

書きにメモすればよいのである。両者を比較すると，言葉で説明する以上にｩ法

廷中の精神的及び肉体的プレッシャーから解放されたといえる。録音反訳は調書

作成時間の大幅な削減がセL－ルスポイントの大きなものであるが， この立会中の

プレッシャーからの解放は，いわば隠れたもう一つのセールスポイントである。

これにより，今までの意味内容まで考える時間的精神的余裕のないまま取る手控

・えによる手書き調書に比べ，供述と争点との関わりを理解しながら意味内容で尋

問を聞くという一つ高い次元で証拠調べに立ち会うことができるようになってき

た。

7 立会メモエ夫例

第1の2の「立会メモに何を記載するか」において述べた事項に，更に以下のよ

うな工夫を加えると充実した立会メモが作成できる。

（1）被尋問者の陳述書が書証として提出されている場合，尋問中に示した書証に

数字が使われている場合及び書証が図面である場合は，書証を添付した方が反

訳しやすい。

（2）事件の争点を図示する。１
１
印
Ｉ
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(3) 身分関係図を添付する。

(4) 証拠調べが複数回続行することが予想される事例につき，固有名詞一覧表を

作成する。また， この一覧表を尋問前に裁判官に渡しておけば，尋問中に改め
て聞くということを省略できる。

(5) 代理人から提供してもらった尋問事項書，固有名詞-→覧表などが有益である
ならば；それを添付する。

(6) 「録音反訳検証実験（前期）における具体的な工夫例等」に紹介されていろに紹介されている

別紙工夫例も参考になる。
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第2 ある書記官の立会メモ作成

1 事前準備

東京地方裁判所民事第’部の阪元いづみ書記官は，来週の水曜日に期日が入っ

ている録音反訳による証拠調べの準備をそろそろ始めようと思い，記録をロッカ

ーから出してきた。記録を見たところこの事件を録音反訳により調書を作成する

旨の連絡を双方代理人にしてあるので,立会メモの準備をしようとワープロの電

源を入れ，立会メモのひな型を呼び上げたj

事件は，変額保険による損害賠償事件だ。今回は，変額保険を勧誘した被告T

RS生命保険相互会社の担当者の篠原朋子被告本入尋問である。その次は，おそ

らく原告本人を聞くことになると思われるから，今回ワープロに入力しておけば，

次回にまた使えるな，などと思いながら定型文言である裁判所名から当事者名ま

で入力した（以下入力画面） 。
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東京地方裁判所民事第1部
担当書記官 阪元 いづみ

電話（3581） 5411 内線 1234
裁判官 小野田哲雄

期 日 平成9,年1月11日午前10時30分

被尋問者 被告本人 篠原朋子

尋問時間等 計 分
q 一

ア
ープ 本

特急の要否 要 （初稿必要日 月 日） ． 否

平成9年（ワ）第5678号 損害賠償請求事件

原
告

桜田和敏 代
理
人

原告代理人
村
井

小
安 窒奈季

被
告

1 TRS生命保険相互会社

2篠原朋子

3今村良樹
■■■■■ q■■■■■g■ロ■■■q■ロ■ロロq■U■ロ■、■、■■■■■B■B■．画■、 U■■、 q■ロ■、■■q■■BmP‐0

4㈱東西銀行

5 南北信用保証㈱

代
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さあ，次は，尋問で出そうな文言を書いておこうと思い，記録を訴状から順に

読みはじめた。

「変額保険」これは当然出るな。あとは， 「返戻金」 ， ｢特別勘定」 ， 「運用益

」 。それから訴外高田これは銀行の担当者名だけど，一応書いておこう。あとは

． ． 。 。と阪元は次々に専門用語や固有名詞を書き出した（以下入力画面） 。

東京地方裁判所民事第1部 電話（3581）5411
担当書記官 阪元いづみ． 裁判官 小野田

内線 1234
哲雄

藤
岡
本
田
文之
真世

生
ロ 人

5 南北信用保証㈱

変額保険
運用益
返戻金
ハイリスク・ハイリターン
高田直樹
帝都中央交通
タイムリー一時払終身型
特別勘定
公社債
毎朝新聞
共同火災

１
１

2法廷立会中

平成9年1月11日午前9時50分。阪元は，先日入力しておいた立会メモの

プリントアウトしたもの（手控用立会メモ） ，被告本人篠原朋子の陳述書，手控

え等を持って法廷に向かった。

10時SO分。 「平成9年（ワ）第5678号損害賠償請求事件」と事件が呼

び上げられた。当事者及び被告本人が所定の席に座り，いよいよ証拠調べの始ま

りである｡ 「はい，それでは,録音をスタートしてください。 」との裁判官の指

示により録音ボタンを押した｡

「それでは，被告TRS生命保険の代理人の大林の方から質問をします。 」早

速，阪元は手控用立会メモに，被告TRS代理人大林と発言者を記載した。 「ま

ず， 乙第10号証の陳述書を示します。これは，あなたが作成したものですね。

この中で・ ・ ・ 。 」阪元は，次に乙10 (陳述書）と記載した。 「あなたは，以
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前ていちゅうに勤めていましたね。あっ1ていちゅうとは，帝都中央交通の略で

すが。 ． ． 。 」阪元は，その下に帝中（帝都中央交通の略）とすばやく書いた。

「ところで,あなたは，原告に対し，本件変額保険の返戻金についての説明を

。 。 。 。 」事前に手控用立会メモに書き出しておいた言葉が早くも出てきたこと

に阪元は頷きながら早速『変額保険』と『返戻金』､を鉛筆で丸で囲み，更に用語

が出た箇所が分かるように，ていちゅうの下まで矢印で引っ張った。 こんな感じ

で尋問は進んでいった。

「質問と答えが合っていませんね。代理人もう一度質問からやり直してくださ

い｡ 」先程来，裁判官のこの発言が何度かある。もう少しうまく代理人は質問し

てくれないかな。と思いながら阪元は， この指示は，個別にするより総括的記載

事項としてメモに書こうとその旨を記載した。 「以上で質問を終わります。 」

「それでは,原告代理人の小村から質問します。 」阪元は, ここでまた，発言者

を原告代理人（小村）とメモに書いた。 「乙第1号証のパンフレットを示します。

あなたは，原告本人にこの2枚目のここにゴシック体で書いてある。 ・ ・ 。 」こ

の書証に関する質問はもうこれで5回目だし，記載内容についても専門用語等が

書いてあるから， これは， コピーを一緒に添付しようと阪元は思い，メモに要コ

ピーと書いておいた。 「以上で終わります。 」これで尋問の終了である。え－と

尋問時間は約100分か。ここで阪元はメモに100分と書き，ほっと一息つい

た。

阪元は， この録音反訳による尋問が終わるといつも思うのであるが，手書きに

くらべると，一言でいってなんと楽なのかと。手書きの場合には， 日本語の特殊

性から最後まで聞かないと結論がわからないし， しかも，回りくどい言い方をす

る人もいて，そんな状況の中で証言を聞き逃さず必死で，ひたすら手控えをとっ

ているのに比べて，専門用語，固有名詞等を箇条書きにメモするだけの録音反訳

は，肉体的にも精神的にもプレヅシャーがなくなった。 このことは，どちらかと

いうと音で取っていた手書きの場合の尋問に比べ，最近は，多少争点との関わり
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合いを意識した意味内容で尋問を聞く余裕もできるようになってきたかなと前よ

り証拠調べに対する苦痛さが減ったというような気がしている｡そのせいか，最

近判決をチェックする際にも，争点に密着した理解からか内容に至るまでチェッ

クできるようになった気もする。そんなことを実感しながら，阪元は書記官室へ

戻って行った。

、

3立会後

午後4時。阪元は，午後の法廷も終わり書記官室へ戻ってきた。本日提出され

た書類の日記受けをまず済まし，早速今日立ち会った録音反訳事件の立会メモの

浄書事務にうつったも早期調書作成の第一歩は，テープ，立会メモ等を反訳者に

早く渡すことである。 したがって；阪元は特別の他に急ぎの仕事が無い限り，そ

の日のうちか翌日の午前中には，提出できる状態を維持している。 4時20分。

今回は予め書いておいた用語以外にあまり法廷で出なかったことと,示した書証

もそんなになかったことから，立会メモの浄書作業は約15分で完成した（以下

入力画面） 。

’早速主任に一式渡し， 5時35分，阪元は待ち合わせの新宿に向かうため，書

記官室を後にした。
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『完成版立会メモ』
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東謹臺藷菩所民壼第完部いつみ電話(35鋤壱54紬田害線雄1234
期 日 平成9年1月11日午前10時30分

被尋問者 被告本人 篠原朋子

尋問時間等 計 100分
■■■■■■

ア
●
一プ2

●
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特急の要否 要 （初稿必要日 月 日）．否

平成9年（ワ）第5678号 損害賠償等請再 t事件
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原告代理人

尖弾篁奈季

被
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1 TRS生命保険相互会社

2篠原朋子

3今村良樹
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4㈱東西銀行

5南北信用保証㈱
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① 質問と答えが，かみ合わない箇所及び適切な質問でないため，質問をやり直
した部分がありますが，その場合，その後に裁判官の指示がありますので， と
りあえずテープをもう少し先まで聞いてみてください（やり直した後の質問と
答えのみ記載してください。 ） 。
②~蔽烹芳濯訴訴害お〒
③録音機の機能上，
④録音機の機能上，

部中央にページを付してください (鉛筆書き不可）
A面最後及びB面最初の各約3分は録音されていません。
1本目のテープの最後約3分と2本目のテープの最初約3

分は同じものが録音されています。

被告TRS生命保険・同篠原・同今村代理人（大林）
乙第10号証（陳述書）
帝中（帝都中央交通の略である）
変額保険
返戻金

特別勘定
一時終身型

甲第3号証（タイムリー設計書）

原告ら代理人（小村）

乙第1号証（パンフレット）
運用益

乙第2号証（契約のしおり）
乙第10号証（陳述書）

も り

※質問で陳述書を示してその記載内容を読んでいる箇所がありますが，その部
分は， 「第三項の記載は，間違いないですか｣と省略してください。

裁判官


